
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tax Analysis 
 

税関企業信用管理弁法の改

正：注目すべき 6つの変更点 
 
税関総署は「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」（税関総署第 237号
令。以下、「信用弁法」）を 3月 7日に公布し、「中華人民共和国税関企業
信用管理暫定弁法」（税関総署第 225号令。以下、「暫定弁法」）に対し
て、改正と整備を行った。「信用弁法」は 2018年 5月 1日から施行され
る。 
 
背景 
 
2014年 12月から施行された「暫定弁法」に基づき、税関は企業の信用状況
に基づき、輸出入企業を認証企業、一般信用企業、信用喪失企業の 3つのラ
ンクに認定し、相応の管理措置を適用してきた。これは、中国の税関が「社

会信用システム建設規画綱要（2014~2020年）」の要求に積極的に応える行
動であり、国際貿易の発展方向性に合わせるための重要措置の一つである。 
 
3年余りの実施を経て、中国の税関による企業信用認証は諸外国において認
知度を高めており、国内においても、信用の高い企業との取引関係を確保す

るための「金看板」と認識されるようになっている。中国の税関による企業

信用管理はすでに体系化しており、また、税関の管理に関する理念と経済・

社会の情勢に変化が生じ、企業に新たなニーズが生まれる中、「暫定弁法」

の改正が求められている。この新しい状況に対応するため、「信用弁法」が

公布された。なお、これに合わせて、「税関認証企業標準」（税関総署公告

2014年第 82号）も追って改正・公布される予定である。 
 
主な変更点 
 
1、認証企業の類型、及び情報収集範囲の拡大 
 
従来、認証企業の類型は、税関で登録されている輸出入貨物の荷受人・荷送

人、通関企業、物流企業などに限られたが、新規定により、越境 EC事業
者、対外貿易総合サービス企業、国際宅急便業者が新たにその範囲に加えら

れた。また、従来の企業情報の収集・公示のほか、輸出入業務と密接に関係

する人員（例えば企業の法定代表人、主要責任者、財務責任者、通関責任者

など）に関する情報収集が新たに要求された。具体的には、改正後の「税関

認証企業標準」などの規定において明確化されることが期待されている。 
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コメント：世界税関機構（WCO）は、輸出入企業、通関業者、空港、港湾な
どを含む 13種類の企業を「認定事業者1」（Authorized Economic Operator、
「AEO」）の範囲に含めている。中国の税関は、認証企業の範囲を AEO基
準に合わせるよう拡大することに尽力してきた。「暫定弁法」の施行から得

た経験を活かし、近年の経済情勢の新しい動向と特徴、及び企業に生じた新

たなニーズを踏まえた上で、税関は「信用弁法」と「税関認証企業標準」の

改正を通じて、税関で登録されており、且つ税関による信用管理が可能な企

業を出来る限り認証企業の範囲に含めることによって、税関による企業信用

管理を輸出入貨物のサプライチェーンに関与する各種類の企業にまで及ぶよ

うにし、通関利便化措置の適用を受けるチャンスを増やした。 
 
同時に、税関は企業に関する信用情報の収集範囲を拡大した。税関を含む複

数の行政管理機構による合同奨励・懲罰の実施情報に留まらず、企業のコン

プライアンス管理の主要責任者に関する信用情報も収集の対象となる。これ

は、税関による企業信用管理が企業のコンプライアンスコントロール制度に

対する考察に留まらず、実際の経営管理状況と全体的な信用状況をより重要

視することを意味する。 
 
2、複数の行政管理機構による合同奨励・懲罰の実施 
 
「信用弁法」の規定により、税関はその他の行政管理機構と共に、企業に対

する合同奨励・懲罰を実施する。 
 
コメント：「信用が高く法律を遵守する企業に利便性を与え、信用を喪失し

法律に違反する企業に懲罰を与える」ことは、国の各種行政管理機構の共通

の理念となっており、信用管理に関する方法と措置は、既に各種政府機構を

跨って融合している。報道によれば、2017年 7月時点で、60余りの政府機
構による合同奨励・懲罰措置に関する覚書が 25件締結され、計 100項目以
上の奨励・懲罰措置が与えられた。このような所轄地区、管轄機構、対象業

界を跨いた合同奨励・懲罰措置の実施は、規範を示す意味では従来よりも高

い効果を得ている。企業の経営者にとって、コンプライアンス状況と信用状

況が企業に与える影響は単一の政府機構や単一の分野に留まらず、各分野に

おける信用状況はいずれも企業の全体的な生産、経営、管理に多大な影響を

及ぼすことを強く認識する必要がある。例えば、税関における信用状況は、

商務、外貨管理、税務などの政府機構における信用状況、及び関連の奨励・

懲罰措置の適用にも影響を及ぼす。これは企業にとって、将来において、コ

ンプライアンス違反によって齎される損失がますます高くなり、信用状況が

ますます重要になることを意味する。 
 
3、信用情報異常企業名簿の作成 
 
「信用弁法」の規定により、企業は毎年の 6月 30日までに「企業信用情報年
度報告」を税関に提出しなければならない。規定通りの提出を行わなかった

企業、及び税関で登録されている住所・経営場所が現場検査で確認できず、

且つ税関で登録されている連絡方法で連絡が取れない企業は、「信用情報異

常企業名簿」に掲載される。 
 
コメント：税関、工商、商務などの政府機構が企業年度報告の統合（「多報

合一」）改革を進めており、輸出入企業は今年に、国家統一プラットフォー

ムを通じて「通関組織単位登録情報年度報告」を提出することになってい

る。「信用弁法」により、信用管理状況に対する年度報告の要求が新たに提

示された。今後、企業の開示した各種情報は国の各種行政管理機構の間で共

有されるため、企業は情報開示の適時性、正確性、コンプライアンス性にお

いて、従来よりも厳しく要求される。また、企業は税関で登録する各種情報

（例えば、登録住所、法人代表者、税関関係の連絡窓口、企業の連絡方法な

ど）について、その真実性と有効性を確保する必要があり、登録情報に変化

が生じた場合、速やかに税関で変更登録を行う必要がある。 
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1 WCOによる AEOの定義：WCOまたは同等のサプライチェーンのセキュリティ基準を遵守しているとして、国家税関当局によって（又はそ
の名において）認証された、何らかの機能を担うことで貨物国際流通に参加する当事者。代表的な AEOとして、製造業者、輸入業者、輸出業
者、通関業者、運送業者、コンソリデーター、仲介業者、港湾、空港、ターミナル運営会社、統合オペレーター、倉庫業者、流通業者などが

ある。 
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4、信用喪失企業の認定要件の調整 
 
「信用弁法」は、信用喪失企業の認定要件を調整した。例えば、新規定として、登録住所或いは経営場所に関する登録

情報に不実記載があり且つ連絡が取れない原因で税関に「信用情報異常企業名簿」に掲載されてから 90日経過したこ
と、及び事実の隠蔽により企業の信用管理に影響を及ぼしたことのいずれかに該当する場合、信用喪失企業に認定でき

る。また、通関誤差率が一定水準を超える企業を信用喪失企業に認定する規定は削除された。更に、「暫定弁法」にお

いて、信用喪失企業向け管理に置かれて満一年で、且つ信用喪失行為を行わなかった信用喪失企業は、一般信用企業に

昇格できると規定されているが、「信用弁法」において、上述の規定は期限が「満二年」に延長されている。 
 
コメント：信用喪失企業の認定要件の調整は、適宜処罰の原則を体現するものであり、輸出入企業にとって、従来より

も公平な措置である。信用管理による影響が増す中、複数の行政管理機構による合同懲罰の実施はより高い効果を得て

おり、その分、信用喪失企業の認定はより明確で慎重にしなければならない。信用喪失企業から一般信用企業に昇格す

るための期限を満 1年から満 2年に調整したことで、信用喪失企業に対する懲罰は強化され、信用喪失行為の齎す損失
はより大きくなる。企業は各レベルの信用等級の認定基準を把握し、不注意によって格下げされる事態を回避する必要

がある。また、輸出入企業は情報システムを運用したモニタリング、輸出入業務のレビューとリスク評価などの措置を

以て、リスクの解消に努めることができる。 
 
5、認証の中止と終了に繋がる状況の明確化 
 
従来の規定では、企業が認証の申請期間中に密輸容疑で捜査立件或いは調査された場合、及び企業が税関監督管理規定

違反の容疑で立件調査された場合、税関は認証を終了できると規定されている。「信用弁法」において、認証の中止と

終了に繋がる状況が 1つ追加されている。即ち、企業が認証の申請期間中に税関の査察・検査を受けている場合、税関
は認証を中止でき、中止期間が 3ヶ月を超えた場合、税関は認証を終了できる。 
 
コメント：認証の申請を通じて通関利便化措置の享受を検討している企業は、税関による査察・検査、及び税関による

捜査立件・調査などが認証に与える影響に留意する必要がある。特に全国通関一体化改革の実施以降は、税関による査

察・検査の強化が予想される。認証の中止と終了に繋がる可能性があるほか、認証済みの企業は、税関に捜査立件或い

は調査された場合、認証企業向け利便化管理措置の適用を一時停止され、一般信用企業向け管理措置の適用を受ける可

能性がある。査察・検査を受けた場合、税関の業務に協力的な態度を取り、査察・検査の早期終了や改善措置の早期実

施を図ることで、認証面で受ける影響を低減する必要がある。また、受身の姿勢を改め、定期的に輸出入業務のコンプ

ライアンスレビューを実施し、自主開示を通じてリスクコントロールを図ることができる。税関は企業によるリスクの

自主開示を奨励しており、その理念を「信用弁法」にも反映させている。例えば、「信用弁法」において、「企業の自

主開示により、税関に警告或いは 5万元以下の罰金を科された行為は、企業信用状況を認定する記録としない」と規定
されている。 
 
6、各信用レベル企業向け管理措置の間の差異の拡大 
 
• 高級認証企業に対して、「担保免除申請が可能」、「査察・検査頻度の減少」、「輸出入貨物の平均検査率は一般

信用企業平均検査率の 20%以下」、「輸出貨物が税関監督管理区域に到着する前に税関に申告可能」、「通関が困
難な特殊状況下で優先的に通関を回復」などの通関利便性措置を与える。 

• 一般認証企業に対して、「税関が受け取る担保金額は税額の総額或いは税関総署の規定する金額を下回ることが可

能」、「輸出入貨物の平均検査率は一般信用企業平均検査率の 50%以下」などの管理措置を適用する。 

• 信用喪失企業に対して、「一括徴税制度は適用不可」、「サンプル・写真留置で通過する措置は適用不可」、「加

工貿易業務について全額担保の提供が必要」、「輸出入貨物の平均検査率は 80%以上」などの懲罰措置を与える。 

 
コメント：高信用企業向けの通関利便化措置は、輸出入企業が最も関心を寄せるトピックの一つである。「信用弁法」

において、各信用レベルの企業に適用される管理措置の追加と明確化が行われており、「信用が高く法律を遵守する企

業に利便性を与え、信用を喪失し法律に違反する企業に懲罰を与える」原則はより良く体現されている。例えば、担保

の免除は高級認証企業の経営コストを大きく低減させることができ、査察・検査頻度の減少は効果の高い優遇措置であ

る。一方、信用喪失企業は経営コストが大きく上昇することが予想される。また、各信用レベルの企業に適用される輸

出入貨物平均検査率の明確化は、税関による管理の透明性向上に寄与するものである。 
 
 
アドバイス 
 
2014年における「暫定弁法」の施行以来、税関総署を含む多くの政府機構が合同奨励・懲罰行動を展開しており、税
関総署は一連の内部規定に企業信用管理に関する条項を組み込むことで、企業信用管理に対する税関及び各種政府機構

の注意喚起を促してきた。中国の税関は、国内信用システムを構築する過程で、WCOのルール・理念との融合を図
り、世界各国との AEO相互承認を推進してきた。2018年 2月現在、中国は 35の国・地域と AEO相互承認協議を締
結しており、ロシア、カザフスタン、マレーシアなどの一帯一路沿線国及び米国、日本などの主要貿易相手国と AEO



相互承認に関する交渉を開始している。税関の統計によれば、中国の AEO認証企業が上述の AEO相互承認国・地域
に貨物を輸出する際、検査率が 60%~80%低下し、通関所要時間と通関コストは 50%以上削減できた。 
 
「信用弁法」の施行後、AEO認証の価値が更に向上する見込みである。国家信用システムの整備が進むに連れ、AEO
認証は企業が国際貿易を展開するための「グリーンパス」になることが予想される。認証の取得を検討している企業

は、下記の面から行動することを推奨する。 
 
コンプライアンス管理の継続的な改善による信用の積み重ね 
 
「信用弁法」は、認証資格の申請について、企業に従来よりも厳しく要求している。付け焼き刃で AEO認証を取得す
ることは困難であり、信用向上のための基盤づくりが重要になってくる。「信用弁法」と「税関認証企業標準」に基づ

き現在の信用状況を評価した上で、組織構造の改善や社内制度と業務プロセスの整備を通じて正確な作業記録を取れる

ようにし、これを貫徹することで全面的に、系統的に信用を積み重ね、AEO認証を取得するための基盤とすることを
推奨する。 
 
定期的な検査による信用の維持 
 
税関は企業信用等級の動的調整を実施している。そのため、AEO認証を取得しても努力を怠ってはならず、定期的な
レビューを通じて信用状況を維持する必要がある。税関はこれまでにない規模の改革を実施しており、全国通関一体化

改革は企業に利便性を齎すと同時に、全体的なコンプライアンス水準について従来よりも厳しく要求している。企業に

は、毎年、定期的に輸出入活動に関する内部監査を行うことを推奨する。特に AEO認証企業は、「税関認証企業標
準」に基づきレビューを行い、内部監査の過程と結果の記録を強化することで問題の早期発見に努め、全体的なコンプ

ライアンス水準を引き上げる必要がある。 
 
技術と自動化ツールの運用による信用状況のモニタリング 
 
輸出量が大きく、輸出額が高く、貨物の種類と貿易モデルが多い企業は、日常モニタリングの強化が非常に重要であ

り、リスクの早期発見と早期対処を通じて問題を未然に防ぐことが肝要である。企業には、ビッグデータと情報化ツー

ルの運用を通じて、手作業をサポートすると同時に問題特定の効率と正確性を高め、問題を発見した場合は積極的に開

示し、問題解決のための主導権を握ることを推奨する。 
 
 
デロイトは AEO認証、及び企業管理における情報システムの運用について豊富な経験を有しており、輸出入業務のレ
ビューとリスク評価サービスを提供しており、また、「税関認証企業標準」との比較と通じて自身の要改善ポイントを

把握し、完備された内部統制システムを構築するためのサポートサービスを提供しております。デロイトが自主開発し

た情報システムを運用して日常業務におけるモニタリングとリスク評価を行うことで、リスクポイントの早期発見や早

期対処に寄与できます。また、AEO認証（再認証）に向けてサポートサービスを提供することで、「信用弁法」と
「税関認証企業標準」の要求をよりよくご理解いただき、問題点の早期改善に繋げることができます。 
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